
女性が就業継続し、活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

１・計画期間 令和 ３年 ８月 １日 ～ 令和 ８年 ７月３１日 までの５年間

２・内容

男女の平均勤続年数の差異を２年未満とする

・ 令和 ３年 ８月～ 意識調査を行い、現状を把握する

・ 令和 ３年 ９月～ 女性が継続して働きやすい職場環境について検討する

相談窓口の周知を徹底する

男性中心の業務に女性を１人以上配置する

・ 令和 ３年 ８月～ 女性社員への意識調査を行う

・ 令和 ３年 ９月～ 必要な職場環境について検討し、改善・整備を行う

・ 令和 ４年 ６月～ 求人募集・採用基準を見直し、女性の積極的な採用・配置を行う

《対 策》

一般事業主行動計画

令和  ３ 年  ７ 月  １ 日

千代田電気株式会社

《目標１》

《対 策》

《目標２》


